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１．はじめに 

与論島には琉球と薩摩両方の影響を受けた多くの歴史的、文化的資源が見られ、これらは島

の自然や生物等との関連も強く、島の自然環境と同様に地域固有の資源といえます。 

また、与論町は令和３年度より、持続可能な観光の国際基準（GSTC：Global Sustainable 

Tourism Criteria for Destinations）及び日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D：Japan 

Sustainable Tourism Standard for Destinations）にもとづく持続可能な観光地域づくりに取り組ん

でおり、与論島の持続可能な観光振興においても地域の歴史的、文化的な資源は、非常に重要

なものと位置付けられます。 

このように与論島にある様々な資源について、本ガイドラインでは、歴史的資源と文化的資源を

中心に、資源の特性を鑑みて観光利用について与論島としての方向性を明確にするとともに、バ

ランスの取れた維持管理や保護保全について示すものです。 

なお、本ガイドラインは、島民の生活や行動を規制するものではなく、来島者および観光事業

者に対し、対象とする資源の観光利用の考え方や方向性をまとめたものです。 
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２．与論町文化観光資源ガイドラインの策定 

 

（１）本ガイドラインの背景と考え方 

本ガイドラインは、GSTC および、ＪＳＴＳ－Ｄにのっとって策定を進めました。 

国内で観光に取り組む各地では、文化資源を含めた観光資源の活用において、近年、SNS に

よる情報発信が盛んになり、資源が広く周知されるなかで、意図しない資源の観光利用や資源本

来の特性と異なる運用等が生じ、問題になりつつあります。 

このような状況は、与論町においても例外ではなく、同様の問題が顕在化しつつあるため、早

急な対応を考えていくなかで、与論町と観光事業者、文化財に知見のある地域の有識者を交えな

がら、本ガイドラインを策定することとなりました。 

島内の地域資源が観光客や観光事業者等による SNS 投稿で知られることから、ゴミの不法投

棄や焚き火等の問題も生じており、（一社）ヨロン島観光協会が発行しているガイドマップや同協

会のインターネットサイト上で資源の概要や資源のある場所等の情報掲載を行わないようにするな

どの対応策を実施していますが、資源の保護保全と利活用の両立は難しい状況にあります。 

そのため、与論島内の歴史的、文化的資源について、観光活用と保護保全のバランスを踏まえ

た利用を促進するために、本ガイドラインを策定することになりました。 
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（２）与論町文化観光資源ガイドライン策定委員会について 

本ガイドラインを整備するにあたり、与論町文化観光資源ガイドライン策定委員会を設置し、以

下の①～③の各点について確認、議論、検討を行いました。 

①資源リストとガイドラインの確認 

掲載する場所、利用レベルの確認（定義や公表、対策等についても明記） 

 

②今後のガイドライン運用と検証体制の議論 

・リストとガイドラインの管理運営 

・評価・検討委員会（仮称）を年１回以上開催し、ガイドラインの内容等について評価・検討し、

必要に応じた見直し 

・委員は、文化財保護審議委員と観光関係より各３名程度とし、与論島エコツアーガイド連絡協

議会および(一社)ヨロン島観光協会等から選出 

 

③公表・対策等の検討 

・ガイドラインの公表方法（役場・観光協会 HP、与論島エコツアーガイド連絡協議会、週報等）

を検討 

・資源のレベルに応じで、何を誰に公表するのかを検討 

・利用制限がある資源や場所については、看板の設置を検討 

・R6 年度の観光施設等環境整備業務委託で整備し、観光協会の HP 等で公表を検討 

 

 
図 1:第 1 回 与論町文化観光資源ガイドライン策定委員会 
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（３）策定委員会開催概要 

①第１回 与論町文化観光資源ガイドライン策定委員会 

・日時：令和６年３月１日（金） 17:00～19:00 

・場所：与論町役場会議室 

・検討会の議事： 

１．開 会 

２．ガイドライン策定の目的・概要について 

３．スケジュールについて 

４．資源リストの掲載資源の検討について 

５．閉 会 

 

②第２回 与論町文化観光資源ガイドライン策定委員会 

・日時：令和６年３月２６日（火） 15:00～16:30 

・場所：与論町役場会議室 

・検討会の議事： 

１．開 会 

２．凡例（案）の確認 

３．対象とする資源の確認 

４．リストの記載内容の確認  

５．今後の運用方法について意見収集 

６．閉 会 

 

③第３回 与論町文化観光資源ガイドライン策定委員会 

・日時：旧暦令和６年３月２９日（金）  15:00～16:30 

・場所：与論町役場会議室 

・検討会の議事： 

１．開 会 

２．第２回検討会で決めた凡例と資源内容の確認 

３．今後の活用方策、運営方法の確認 

４．閉 会 
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④策定委員および事務局 

・策定委員 

役職 氏名 所属・役職 

委員 麓 才良 文化財保護審議委員会委員長・エコツアーガイド連絡協議会会長 

委員 菊 秀史 文化財保護審議委員会委員副委員長 

委員 吉田 勉 文化財保護審議委員会委員 

委員 川畑 こず枝  エコツアーガイド連絡協議会（自主ルール策定委員） 

委員 本園 秀幸 ヨロン島観光協会副会長、エコツアーガイド 

委員 南 勇輔 与論町教育委員会・学芸員 

・オブザーバー・事務局等 

役職 氏名 所属・役職 

オブザーバー 椛山 寿春 観光資源リスト作成協力 

オブザーバー 大馬 福徳 与論町役場環境課課長（自然環境関連） 

オブザーバー 里山 剛史 （一社）ヨロン島観光協会事務局次長 

事務局 麓 誘市郎 与論町役商工観光課課長補佐 

事務局 栁田 真希 （一社）ヨロン島観光協会サステナビリティコーディネーター 

事務局 小池 利佳 （株）奄美群島環境文化総合研究所（策定業務委託先） 

 

（３）ガイドラインの対象範囲 

本ガイドラインの策定にあたり、対象とする歴史的資源、文化的資源は以下の４種類を設定しま

した。 

①有形文化財史跡 

②無形文化財 

③名所 

④観光関連施設 

また、「海岸、食文化、伝統技術、動植物、環境、生活文化」およびこれらに関連する資源は、

本ガイドラインの対象とはしませんが、リストへの記載は行うものとします。 
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（４）ガイドラインで使用する凡例 

本ガイドラインで対象とする歴史的資源、文化的資源について、利活用の可否とともに、利活用

する際の留意点を踏まえた利活用の範囲については、「凡例」としてまとめ、資源リストに掲載する

こととしました。 

以下に「凡例」を示します。 

 

本ガイドラインで設定した地域資源リストの凡例 

 

●FREE ： 観光客が見に行ったり積極的に観光利用できる資源（公有地、公共施設等） 

・観光協会が配布しているマップやデジタルマップ、その他広報物に掲載可 

●条件付-A ： 観光客に開放しているが民間所有が含まれる資源（権利関係に留意） 

・観光協会が配布しているマップやデジタルマップ、その他広報物に掲載可 

●条件付-B ： 観光客に開放するが公的情報発信は原則として行わない資源 

・観光協会が配布しているマップやデジタルマップ、その他広報物へのへの掲載はせず 

積極的な広報は行わない。 

●条件付-C ： ガイドや島民同伴で観光客に開放する資源（拝所や墓所等） 

・優先度の高い資源から看板（記載内容等は R6 年度に検討）の設置を進める。 

●条件付-D ： ガイドや島民であっても管理者や関係者への事前問合せが必要な資源 

（史跡、名所、祭礼、年中行事等） 

・優先度の高い資源から看板（記載内容等は R6 年度に検討）の設置を進める。 

・管理者の許可が得られない場合は、エコツアーガイドでも案内はできない。 

●非公開 ： 観光客には公開しない資源（危険な場所、民間所有地、公開が困難な資源等） 

・地域資源リスト上でもリスト管理者（与論町商工観光課）及び共有者（与論町教育委員 

会、ヨロン島観光協会 ）以外は原則として非公開とする。 
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■ 観光客向けの資源の利用範囲 

 自由に見ることができる ガイド等の同伴の有無 

・FREE 〇 ガイド無しで見ることができる 

・条件付-A 〇 ガイド無しで見ることができる 

・条件付-B 〇 ガイド無しで見ることができる 

・条件付-C × ガイド等の同伴が必要 

・条件付-D × ガイド等の同伴が必要 

・非公開 × × 

 

■ エコツアーガイド向けの資源の利用範囲 

 自由に案内することができる 案内するための管理者の確認 

・FREE 〇 管理者への確認は不要 

・条件付-A 〇 管理者への確認は不要 

・条件付-B 〇 管理者への確認は不要 

・条件付-C 〇 管理者への確認は不要 

・条件付-D × 管理者への確認が必要 

・非公開 × × 

 

■ 資源の情報発信の範囲 

 印刷物、HP 観光客の SNS 写真撮影 マスコミ取材 

・FREE 〇 〇 〇 〇 

・条件付-A 〇 〇 〇 〇 

・条件付-B 掲載しない 〇 〇 〇 

・条件付-C 掲載しない 資源による 資源による 応相談 

・条件付-D 掲載しない 資源による 資源による 応相談 

・非公開 掲載しない × × × 
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３．与論町文化観光資源ガイドラインの運用 

 

（１）与論島の既往の観光関連のガイドライン 

①ヨロン島 海と陸のアクティビティガイドライン 

（一社）ヨロン島観光協会は、令和４年度に「ヨロン島 海と陸のアクティビティガイドライン」を策

定しています。 

本ガイドラインは、「ヨロン島 海と陸のアクティビティガイドライン」の「陸域のアクティビティガイド

ライン」に記載している「陸のガイドや観光事業者に気をつけていただきたいこと・守っていただき

たいこと」を基本に、与論島の文化観光資源の観光利用と維持管理についてまとめました。 

次ページ「ヨロン島 海と陸のアクティビティガイドライン」の「陸域のアクティビティガイドライン」

を示します。 
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（２）本ガイドラインの運用上の留意点 

①本ガイドライン及び資源リスト の管理について 

本ガイドラインで対象とする資源リストは、与論町商工観光課が管理し、与論町教育委員会及

び（一社）ヨロン島観光協会と情報共有を行います。 

毎年１回以上実施する予定の資源の見直しでは、資源リストの記載内容や記載している資源の

利活用と管理に対する所有者意向を確認します。 

 

②本ガイドライン及び資源リストの評価・見直しについて 

本ガイドライン及び資源リストについては、評価・検討委員会（仮称）を年１回以上開催し、ガイド

ラインの内容等について評価・検討し、必要に応じて見直しを実施することとする。また、委員につ

いては、与論町文化財保護審議委員より３名程度、観光関係者（与論島エコツアーガイド連絡協

議会、(一社)ヨロン島観光協会等）より３名程度を選出する。 

リストに掲載されている資源に与論町の文化財も含まれているため、毎年、資源の見直しを文

化財保護審議委員会の開催前のタイミングで実施し、同委員会の了承を得ることとします。 また、

（一社）ヨロン島観光協会が毎年発行している観光マップを印刷する前のタイミングで実施すること

で、最新の情報を観光マップにも反映できるようにします。 

 

③地域資源リストと公開範囲について 

本ガイドラインで取り上げている地域資源は、本事業で作成する「与論町地域資源リスト」を与

論町商工観光課が管理し、与論町教育委委員会や（一社）ヨロン島観光協会と情報共有しなが

ら、今後の資源の管理活用に取り組むものとします。 

「与論町地域資源リスト」の公開は、凡例の区分をもとに、以下の３段階の公開範囲を設定しま

す。 

１） 広範な公開 ・・・ 凡例の FREE、条件付き-A、-B 

2） エコツアーガイド等への公開 ・・・ 凡例の FREE、条件付き-A、-B、-C、-D 

3） 資源台帳としての範囲 ・・・ 凡例の FREE、条件付き-A、-B、-C、-D、非公開 
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④その他 

令和６年度以降に整備予定の資源の説明や利用の留意点を記載する看板は、整備とあわせて

記述内容の検討も随時、実施します。 

 

（３）今後の与論町文化観光資源の維持管理について 

①維持管理体制の考え方 

与論町文化観光資源の維持管理は、与論町及び与論町教育委員会と資源の管理者 や関連

する民間の組織・団体が連携して実施します。 

 

②維持管理の財源の考え方 

資源の維持管理の財源は、官民の利用可能な財源を広く検討し、導入を目指すものとします。 
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４．地域資源リスト 

地域資源リストは、以下の３段階の公開範囲に沿って、作成しています。 

①広範な公開（与論町及びヨロン島観光協会 HP 等で公開） 

 

②エコツアーガイド等への公開 

 

③資源台帳としての範囲（資源リスト管理者及び共有者のみ） 
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①広範な公開範囲のリスト 
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②エコツアーガイド等への公開範囲のリスト 
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③資源台帳としてのリスト 
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